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環境被害の評価と持続可能性

植 田 和 弘
＊

１．はじめに

環境問題が明確な形を成して公共政策の対象

になったのは，環境政策のための法の制定と行

政機構の設立を尺度として見るならば，先進国

においても 1960 年代末からのことであった
1)
。

環境問題自体はその定義にもよるが，人類の

誕生とともにあったし，人間社会が行った最初

の大規模な環境破壊は農業であるとも言われて

いる。しかし，人間社会の自然改造能力が高ま

り都市化・工業化がすすむにつれて，人間の生

命や健康を脅かす甚大な環境破壊が生じるよう

になった。

環境問題が公共政策の対象として位置づけら

れるようになった契機は，それ自体が研究の対

象というべきもので，複雑に絡み合った構造的

な要因があろう。ただ確実に言えることは，環

境問題がもたらす被害の重大性が社会的に認識

されることなくして，環境問題が社会問題化す

ることはないということである。環境の破壊を

被害として認識することが，問題を社会的に解

決するための出発点になる（寺西，1997）。

本稿では，環境破壊がもたらす被害を環境被

害と呼ぶことにする。環境被害に対する正確な

認識と評価は，環境問題の社会的解決や環境政

策が的確に実施されるための前提条件というこ

とができる。では，そもそも環境被害とは何だ

ろうか。

地球温暖化の進行は，地球や地域の環境を大

きく変化させているが，それが現在の人間社会

にどの程度の被害をもたらしているのか，また

将来の人間社会に対してどのような被害をもた

らすのか，まさに環境被害の評価が問われてい

る。また，2011 年３月に発生した東日本大震災

と東京電力福島第一原子力発電所の過酷事故

（以下，福島原発事故）は，人々の生活環境を

根底から変えたといってよく，膨大な数にのぼ

る被災者を生み出した。それに伴う環境被害は

もちろん甚大であるが，そこには従来にない新

しい質も見出すことができる
2)
。

本稿は，環境被害の評価問題を扱う。その際，

環境被害とはいったい何なのか，ある環境変化

は環境被害をもたらし，別の環境変化は環境被

害をもたらさないとすると，その両者を分かつ

ものは何か。環境被害の評価基準とその理論的

基礎を明らかにすること，本稿の目的はそこに

ある。東日本大震災と福島原発事故に伴う環境

被害を検討することなくして，本稿の目的を達

することはできない。

２．東日本大震災・福島原発事故に伴う

環境被害

2.1 被害の特徴
3)

東日本大震災・福島原発事故に伴う被害は，

その規模と深刻さにおいて空前絶後という他は

なく，まさに未曾有の大災害である。そして，

未曾有という点では，被害を受けた領域や次元

の広がりとその質的側面にも注目すべきであ

る。
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福島原発事故に伴う被害とは何か，そしてそ

れはどれほど深刻なのか，この問いに答えるこ

とは容易ではない。

寺西（2015）は，福島原発事故に伴う影響と

被害の包括的把握が困難な理由として，まず汚

染水対策をはじめとして事故自体がまだ収束し

ていないことをあげている。被害が今後も拡大

していく可能性があり，被害を確定することが

できないという指摘である。加えて，仮に現時

点までの被害と期間を限定して考えたとして

も，被害の包括的な把握はやはり難しいという。

それは，被害が多様な領域や次元の質と広がり

を持っているからだという。

寺西の類型化によれば，福島原発事故の影響

と被害は，①人びとの生命や健康への影響と被

害，②人びとの生活面での影響と被害，③産業

分野への影響と被害，④交通分野への影響と被

害，⑤行政分野への影響と被害，⑥自然生態系

への影響と被害，⑦文化遺産・歴史遺産・生活

文化・景観等への影響と被害，⑧その他，に広

がっている。

影響や被害を正確に評価するためには，影響

や被害を具体的に調査しなければならず，また

そうした調査が影響や被害を把握する上での出

発点である。上記の類型化の一つである産業分

野への影響と被害だけをとっても，そのなかは

より詳細な類型化が行われ，第一次産業では，

農業，畜産業，林業，水産業それぞれへの影響

と被害，第二次産業では，食品加工をはじめと

する製造業関係等への影響と被害，サプライ

チェーンを通じた関係産業への影響と被害，第

三次産業では，観光業への影響と被害，その他

各種サービス業等への影響と被害，に分けられ

ている。

環境被害を評価するには，まず上記のような

各分野における実物的な影響や被害の調査に基

づく把握が前提になる。そのため，東日本大震

災や福島原発事故に伴う被害のように，影響を

受けた領域や次元が大きな広がりを持つ場合に

は，調査すること自体に膨大な労力と費用を要

することになり，被害の包括的な把握は容易で

はないのである。

福島原発事故に伴う環境被害には，領域的な

広がりという面でその包括的な把握が困難にな

るというだけでなく，質的に見て従来の評価方

法では評価しにくい影響や被害も生じている。

例えば，人びとの生命や健康への影響と被害

の分野では，放射線被曝による健康影響などは，

身体的な健康影響とその恐れに加えて，精神的

な健康影響が問題になっている。福島原発事故

に伴う避難者たちが抱えている精神的ストレス

は，アンケート調査などから心的外傷後ストレ

ス障害（PTSD）の可能性が，阪神・淡路大震災

や中越地震等と比較して著しく高いことが判明

している。

また，A. センのケイパビリティ・アプローチ

（Sen, 1985）を適用して福島原発事故に伴う被

害評価を試みた吉田（2015）は，福島原発事故

に伴う影響と被害を分析する際に，留意すべき

特徴として，次の２点をあげている。すなわち，

１つは，避難がきわめて長期にわたっていると

いうことであり，もう１つは，健康の確保に向

けてこれも長期にわたる医学・医療的アプロー

チが不可欠なことである。

これら東日本大震災・福島原発事故の持つ留

意すべき特徴は，震災関連死の著しい増加とい

うこれまでにはない被害と無関係とは言えな

い。2014年 12 月 26 日に復興庁が公表した「東

日本大震災における震災関連死の死者数」（2014

年９月 30 日までの集計値）によれば，2014年

９月末までの累計で，岩手県 446 人，宮城県

900 人，福島県 1793人等となっている。福島県

での震災関連死が特に多い。震災関連死とは，

建物の倒壊や火災，津波など地震による直接的

な被害ではなく，その後の避難生活での体調悪

化や過労など間接的な原因で死亡することをい

う。

復興庁も福島県における震災関連死を重視
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し，2013年３月 29 日に「福島県における震災

関連死防止のための検討報告」を発表している。

そこでは，震災後１年経過し，福島県での震災

関連死が他県よりも多いことに注目し，その原

因と対策を検討している。避難生活でのストレ

スの積み上げが大きな要因としてあげられてお

り，被災者の生活再建にあわせて孤立を防ぎ心

のケアを継続することの重要性が指摘されてい

る。

福島原発事故に伴う環境被害の評価について

考察するとき，以上のような特徴を踏まえる必

要がある。そこでの課題はこれらの特徴を環境

被害の評価にいかなる方法でどのように反映さ

せるかということであろう。この主題に入る前

に，東日本大震災や福島原発事故に伴う被害に

関してすでに行われているいくつかの被害推計

を紹介し，そこでの問題点を検討し，被害推計

上の課題を明らかにしておこう。

2.2 既往の被害推計
4)

東日本大震災に関する既往の被害推計は，い

ずれもそれなりの意義を持つものである。

東日本大震災については，震災後直ちに被害

額の見積もりがいくつか行われ，震災被害の大

きさを印象づけた。例えば，内閣府は，建築物

や社会インフラ，民間企業設備等物的資本への

直接被害額が 16∼25兆円であると試算した。

また，日本政策投資銀行も，主要４県合計で 16

兆円に上ると見積もっていた。これらはいずれ

も，国民（県民）経済計算の固定資本形成や全

国消費実態調査の住宅資本ストック等をベース

に計算された被害額である
5)
。

今回の大震災・原発事故に伴う被害は，上記

から明らかなように，物的被害だけでもきわめ

て大きなものであった
6)
。被害を受けた物的資

本は再度製造できるものが多く，その意味では

被害額とは言うが，震災前と同様のものを再度

構築するのに要する投資額が見積もられてお

り，したがって復興―正確には物的資本の復旧

―に必要な予算額に近いものになろう
7)
。

しかし，上記の試算はいずれも，大震災・原

発事故が経済社会に広範囲に与えた被害を網羅

的に考慮したものとは言えない。これらの試算

には，2.1 で指摘したような影響や被害は含ま

れていないし，生態系に及ぼした影響と被害を

広く評価することも行われていない。

上記の推計とは別に，震災被害の大きさを国

内総生産（GDP）への影響で測り評価する議論

もある。震災直後は実質 GDP へのマイナスの

影響が確認されたが，復興需要という言葉があ

るように，復興に伴って震災前をも上回る

GDP増が期待されるという面がある。つまり，

震災自体は GDPにマイナスであるが，震災復

興事業が具体化されるに伴って，新たな需要が

つくりだされることになる。GDP の増減に

よって震災の影響を評価すれば，日本の国民所

得水準と比較して被害の大きさを把握すること

ができるが，被害の評価としては以下のような

欠陥がある（植田・山口，2011）。

第１に，GDPはグロス（G）の概念であるた

め，資本の減耗がそもそも評価されない。第２

に，GDPでは市場で取引される財だけが評価

の対象とされるので，自然資本（生態系）など

市場で取引されない財や資産は評価の対象外で

ある。第３に，市場で取引されている財にして

も，評価に使われる市場価格は必ずしも社会的

な評価を示すシャドー価格と一致するとは限ら

ないのである。さらに第４に，GDPには投資

だけでなく消費も含まれているので，消費する

分を上回る投資が行われているかがわからない

という問題がある。これらは，後述する持続可

能な発展の観点から被害を評価するということ

と関連して重要である。

以上既往の被害推計は，主として震災に伴う

被害を対象にした評価であるが，後述するよう

に，震災復興の中心的な目的である被災者の生

活再建という立場から見ると，十分な評価とは

言えない。原発事故に伴う被害については損害

環境被害の評価と持続可能性 209



賠償がすでに行われているが，どういう被害を

損害賠償の対象にするか，またどの程度補償す

るかは，法と制度に依存するし，その運用に影

響を受ける。現状の損害賠償制度とその運用

が，被災者の生活再建につながっているか否か

が問われることになるが，慎重な吟味が必要で

ある（植田，2012）。

ここでは，被災者の生活再建を念頭に置きつ

つ，環境被害評価に関して実際に生じている問

題を考える前提として，環境被害評価の方法論

について検討しておきたい。

３．環境被害評価の方法論

3.1 環境被害論の始まり

環境被害は環境破壊によってもたらされる

が，何を環境被害とみるかは自明とは必ずしも

言えない。法や制度に規定されている場合でも

それが実質的に適用される必要があるし，法や

制度に規定されていない場合には，被害が特定

化され，社会的に認知される必要がある。仮に，

環境被害を評価する目的が被害を受けた人や地

域においてその被害を救済し，ある状態―震災

では人間の復興や地域の再生という用語が使わ

れ，それらは環境破壊以前の元の状態に戻すこ

とと必ずしも同義ではない―を実現することで

あるとするならば，被害が特定されたとしても，

その被害をどの程度重大なものとみるかという

問題があるし，被害がなぜ生じたかも明らかに

されなければならない。

環境被害に対する人間社会の認識の始まりに

ついては歴史研究の進展を待たなければならな

いが，歴史的に変化し醸成されてきたというべ

きであろう。また，環境被害に対する認識は環

境の価値（O@Neil et al，2008）に対する認識の

裏返しという面があり，歴史的にだけでなく社

会によっても異なるであろう。後述するよう

に，環境被害，特にその評価に関していくつか

の理論的系譜が存在するが，同時に，環境被害

評価の必要性やあり方に大きな影響を及ぼした

いくつかのエポックも留意しておくべである。

日本の場合には，公害に伴う被害とその克服

過程（宮本，2014），および東日本大震災・福島

原発事故に伴う被害は，環境被害の評価問題を

扱う際に，避けて通れない経験であり，そこか

ら環境被害評価という面でも教訓を汲み取る必

要がある。環境被害を被った被災者の生活再建

を図るには，損害賠償の基本的考え方
8)
を明確

にしておくとともに，その前提条件として被っ

た環境被害の構造や広がりを認識しておくこと

が不可欠である（除本，2007）。

宮本憲一（2007）によれば，環境被害には一

種のピラミッド構造があるという。ピラミッド

構造の頂点には生命や健康に対する絶対的な損

失があるが，環境の究極的な役割である生命維

持（life-support）装置としての機能を破壊する

ことからこうした損失は生じると考えられる。

ピラミッド構造の基底の部分には，生活環境の

侵害，地域社会，文化の破壊と停滞（景観，歴

史的街並みなどの喪失），自然環境の破壊，地球

生態系の変化というアメニティ，環境の質の悪

化（アメニティ問題）が大きく広がっている。

また，飯島伸子（1993）は，特に健康被害に

焦点を当てて，被害の連関構造を論じている。

健康被害が生じると，被害は被害者個人の被害

にとどまらない関係の広がりがあるという。被

害者の家族や地域にも被害に伴う一種の波及効

果を及ぼすことになり，生活設計の変更，生活

水準の低下，人間関係の悪化などをもたらすの

である。そうした波及のメカニズムを，豊富な

調査事例を基に抽出し，被害の連関構造を理解

することの重要性を指摘している。

いずれの環境被害論も，環境被害はきわめて

広範囲にわたる事象が相互に関連を持ちつつ生

じていると指摘している。そうした連関構造の

なかから断片的な被害を個別的に取り出して環

境被害とみなすことは，環境被害に関する不正

確な認識や過小評価を導きやすい。環境被害は
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さまざまな要因や事象の連関構造のなかで生じ

ていること，また顕在化した被害の根底には自

然環境や生態系など広い意味での環境の変化が

あることを理解することが，環境被害の認識と

しては欠かせない。

被災者や被害者と呼ばれる環境被害を被った

人びとの生活再建を図るには，生活の基盤とな

る環境の再生がなければならないが，環境の再

生とは，顕在化している被害に対する補償だけ

でなく，その背後にある環境被害の連関構造や

基底にある広い意味での環境の再生を図るもの

でなければならない。環境被害や環境の再生を

上記のような枠組みで理解するならば，環境被

害の背後にある環境（被害）の連関構造や基底

をふまえて，被害の救済や被災者の生活再建を

根拠づける理論的枠組みが求められている。

3.2 環境被害評価の経済学

3.2.1 環境被害と外部不経済論

環境被害が経済学の課題として明確に意識さ

れたのはいつだろうか。環境被害の経済学上の

位置づけについては，学説史的な研究を必要と

する大きなテーマである。しかし，環境被害（と

その評価）を経済理論の体系に明確に位置づけ

た先駆者の一人が，厚生経済学を確立した A. C.

ピグーであることに大きな異存はないであろ

う。

周知のように，ピグーは主著『厚生経済学』

（Pigou，1920）のなかで，私的純限界生産物と

社会的純限界生産物の乖離について論じ，環境

問題が生じる根本的な原因を外部不経済という

概念を用いて説明した。当時すでに，住宅街に

工場が立地し騒音や大気汚染が問題になってい

たし，鉄道機関車が火の粉を飛ばすために沿線

の森林が焼失し被害に遭っていた。ピグーが卓

越していたのは，それらの環境問題や環境被害

を経済理論上の位置づけを明確にすべき経済学

における理論的課題として扱ったことである。

ピグーは A. マーシャルによる外部性概念を

発展させて，新しく外部不経済という概念を提

示した。外部不経済とは，ある経済主体の活動

によって生じている実物的な環境被害であっ

て，市場の網の目からこぼれ落ちて経済主体の

経済計算において評価されない被害を指す。ピ

グーの外部不経済論の特徴は，環境問題が発生

する原因を解明することによって，ほぼ同時に

解決のための処方箋も含意されていることであ

る。すなわち，外部不経済が存在するので環境

問題が生じるのであるが，外部不経済の内部化

を図ることによって問題を解決できるのであ

る。ただ問題の解決を図るといっても，あくま

でも彼の厚生経済学の体系に基づいているの

で，問題の解決とは環境被害がなくなることで

はなく，いわゆる最適汚染水準が達成されると

いうことである。ピグーの厚生経済学の目的は

国民厚生の最大化にあるので，環境政策固有の

目標を立てるのではなく，環境被害も環境対策

に要する費用とトータルで最適な対策を考える

ために，環境対策費用と環境被害は同列の費用

として扱われるのである。つまり，外部不経済

とみなされている環境被害も，被害が生じてい

ること自体が問題にされているのではなく，外

部不経済があることで資源配分の非効率が生じ

ていることが問題なのであった。

外部不経済の内部化という処方箋を具体化す

るためには，外部不経済としての環境被害を評

価する必要がある。ピグーは内部化の手段とし

て環境税を提唱―ピグーが最初に提唱したので

ピグー税と呼ばれる―したが，ピグー税を実際

に適用するためには，限界環境被害曲線が特定

されなければならない。現実には環境被害の評

価に関してその情報的基礎が現実には乏しいこ

ともあって，関係者間で合意を得ることは難し

く，ピグー税の実行可能性は低いとされた。

環境被害や環境改善に伴う環境質の変化を価

値付ける研究とその現実への適用は，ある時期

から急速に進展した。現実に生じた紛争の解決

や政策的必要性から環境評価の制度化がすすん
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だからである。例えば，タンカー油濁に伴う海

洋汚染など，環境被害に対する賠償額を具体的

に定める必要が生じたこと，そして海洋生態系

など市場価格を持たない環境資産が劣化したと

いう環境被害を評価する必要が出てきたことな

どがある。

環境評価の技法は精緻化され，適用範囲も広

がっている。ただ，環境評価は一種の道具なの

で，ある想定のもとで，的確に設定された目的

のためには偉力を発揮するが，そのために満た

されるべき前提条件や適用限界を見極めなけれ

ばならない。そもそも環境評価は，人間の環境

問題に対する認識という行為と切り離すことが

できない（植田，2005）。金銭的価値付けを目指

す環境評価では，その体系に収まる情報だけが

取り入れられ，そうでない情報は排除されがち

である。人間の環境に対するある１つの関与の

仕方はその要素についての情報をよく伝えるが

別の要素についての情報をなくしてしまうの

で，環境に関する情報を尽くすことは単一の体

系では不可能である。複数の異なる体系が相補

い合ってはじめて可能になる（山根，2000）と

するならば，環境現象や環境被害を多次元で評

価する枠組みが必要である。

環境被害評価との関連で環境評価が抱える最

も本質的な課題の１つは，自然などの環境が持

つ内在的価値（intrinsic value，固有価値とも訳

される）
9)
の評価問題である。厚生経済学を基

礎におく環境評価は，ある環境資産の状態の変

化に対する人々の選好を測ることによってその

価値付けを行う。しかし，もし人々の選好とは

独立にその環境資産に内在する価値（内在的価

値）があるとしたら，少なくともこれまでの環

境評価技法はその価値を正しく評価する枠組み

はもっていない。これは環境評価やそれに基づ

く費用便益分析に対する最も本質的な批判の１

つになっている（Pearce et al，2006）。

3.2.2 環境被害評価と社会的費用論
10)

ピグーが基本的に市場信頼のビジョンに基づ

いて，環境税などによって的確な政府介入を行

い外部不経済を内部化すれば，環境問題は解決

できる，というよりも国民厚生は最大化できる

と考えていたのに対して，社会的費用論を提唱

した K.W. カップは，社会的費用を累積的に生

み出す社会経済構造を問題にする（Kapp，

1950）。

カップのいう社会的費用とは，（私）企業の経

済計算の中には算入されないために，第三者ま

たは社会全体に転嫁され生じる費用や損失であ

る。一種の形容矛盾になるが，社会的費用とは

支払われない費用であり，費用が支払われない

結果損失が生じるのである。したがって，社会

的費用論から見た環境問題とは，原因者が本来

負担すべき費用を不払いにすることによって環

境破壊という社会的損失が生じているという問

題である。

カップのいう社会的費用には人間の健康の損

傷という形で現れるものや有形的でない価値の

損傷として現れるものも含めて考えられてい

る。これらの環境被害は直ちに金銭的な費用と

して現れるものではなく，実物的な損失として

まず把握される。つまり，カップは社会的費用

という用語を用いているけれども，そしてそれ

は費用を不払いにする傾向を持つ社会経済体制

を問題にするわかりやすさはあるものの，費用

不払いの結果生じた社会的損失が費用概念で表

現・把握されるため，損失と費用が一部等置さ

れるという混乱を生んでいる。

カップのいう社会的費用は，私企業体制のも

とでの経済活動が費用不払いの傾向をもつとい

う社会的費用の発生原因に係わる意味ととも

に，費用不払いの結果が第三者・社会全体へ転

嫁され社会的損失が発生しているという社会的

費用の負担および結果に係わる意味にも用いら

れている。つまり，カップのいう社会的費用は

その定義自体に二重の性格規定がされていたの
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である。

社会的費用論における環境被害は必ずしも費

用概念で把握できるとは限らない。宇沢弘文

（1974）は，人命・健康，さらには自然環境の

破壊という損失は不可逆的なものであり，ひと

たび失われれば元通りに計測することはできな

いと主張している。また，宮本憲一（2007）は，

生命や健康の破壊のような不可逆的な損失は補

償金では回復できないという意味で絶対的損失

と呼んでいる。さらにカップらが社会的費用と

して議論しているのは，絶対的損失を含む社会

的損失であり，そのうち貨幣的に賠償される範

囲のものだけが社会的費用になるとしている。

そもそも，環境被害などの社会的損失は，人

間自身あるいは人間を取り巻く種々の環境の使

用価値レベルでの破壊であり，費用の問題とは

独自な経済学的問題である。しかし，だからと

いって，社会的損失の問題が費用の問題とまっ

たく無関係なわけではない。

第１に，環境被害などの社会的損失が，同時

に費用としても現れるケースが少なくない。環

境被害費用あるいは環境被害の貨幣評価額と呼

べるものである。例えば，財産被害による損失

はある程度までその市場評価額で測定すること

ができる。もちろん，人体や健康の損傷のよう

に貨幣的タームで計測できないものが少なくな

いが，その場合でもその復元や治療のために必

要となる費用によって，損失すなわち犠牲を費

用化することもある程度まではできる。費用便

益分析においてしばしば取られる方法である。

つまり，環境被害そのものではないが，それと

密接な関係をもつものとして独自に環境被害の

貨幣評価額という概念を考えることができる。

第２に，環境被害にかかわって社会的な費用

の支出がなされる。たとえば，環境被害の発生

が予想される場合には，その発生を予防するた

めの費用支出が考えられる。また，環境被害が

発生した段階においては，その復元のための費

用支出が考えられる。

これらの費用が現実にどの程度支出されるか

は，さまざまな要因に影響されて決まるが，環

境被害という社会的損失についてその社会がど

の程度正確に認識し深刻に対処すべきと考える

かによって大きく変化する。そして，どの程度

の環境水準をその社会が望ましいとするかに

よって，その水準を達成するために必要となる

費用の大きさは変化する。さらに，ある社会が

望ましいと考える環境水準は，住民の知識・情

報，社会的価値意識，経済の発展段階等によっ

て，さらには政治的意思決定過程によっても決

まってくる。

環境被害の貨幣評価額や社会的な費用支出額

を計測することは，環境被害を正当に評価する

ための第一次的接近として意味がある。「社会

的費用（損失のこと，筆者注）の貨幣的推定値

が，現在のところいかに不適切で断片的なもの

であろうと，それらは疑いもなく私的生産の社

会的損失が多大の割合に達する事実を示すもの

である。社会が貨幣では評価出来ない価値につ

いて，いっそうよく認知するようになり，且つ

その進化を認識するようになれば，私的企業の

社会的費用の重大さはいっそう増大する」と

カップもいうように，社会的費用の大きさの究

極的な決定は結局社会的評価の問題である。

環境被害という社会的損失に関する社会的評

価の問題を歴史的に跡付けてみると，環境被害

に対する認識が深まり対処策が具体化される社

会的な学習過程と見ることができる。水俣病の

ような元に戻すことができない不可逆的な被害

が生じた経験と教訓をふまえて，予防原則に基

づく環境政策手段を編み出してきたのはその一

例である（植田・大塚，2010）。

４．環境被害の評価と持続可能性

4.1 震災復興と持続可能な発展

東日本大震災や福島原発事故に伴う被害を第

２節で述べたように特徴づけるとき，震災復興

環境被害の評価と持続可能性 213



は，何を目指して，どういう方法ですすめられ

るべきなのか。何を持って震災復興が成功した

といえるか，すなわち，震災復興政策の妥当性

を判定する基準を明らかにしなければならな

い。

震災復興がすすんでいるといえるか否か，そ

して復興政策の妥当性は，持続可能な発展理論

を適用して判断することができるのではないか

（植田・山口，2011，植田，2012）。なぜなら，

震災や原発事故による被害はきわめて多様で広

がりを持つものではあるが，それらは全体とし

ては被災（害）者の生活の質の低下として把握

できるからである。そして，震災復興とは「人

間の生活の質の回復・向上」と考えることがで

き，生活の質，すなわち一人当たり福祉，の持

続的向上とは，持続可能な発展
11)
そのものに他

ならないからである。

ダスグプタらは，持続可能な発展を以下のよ

うに定式化する（Dasgupta，2001/2004，2007）。

すなわち，持続可能な発展とは，１人あたりの

生活の質（quality of life）が持続的に向上して

いくことである。ここで生活の質は福祉（well-

being）と同義とされている。well-beingは経

済学では福祉と訳されているけれども，倫理学

では「よき生き方」すなわちアリストテレスの

good lifeの意味と理解されている。生活の質と

いう用語にもそうした意味が込められていると

理解すべきであろう。

この定式化は明快ではあるが，生活の質を経

済学でどのように扱えばよいのかという課題に

直面する。ダスグプタは，生活の質を生活の質

の構成要素と生活の質の決定要因とに一度分け

て考える。生活の質の構成要素とは発展の帰結

を表しており，幸福，自由，あるいは健康といっ

た，経済学を超えた内容で測られる。生活の質

そのものといってよい。発展の帰結に関して

は，近年その評価のあり方をめぐって活発な議

論がなされており，生活の質や主観的福祉の測

定が盛んに試みられている。震災や原発事故

は，これまでの発展の帰結としての生活の質を

まさに根底から破壊するものだったということ

ができる。環境被害は生活の質の構成要素を破

壊することから生じるのである。

生活の質の決定要因とは，ダスグプタによれ

ば，生活の質を担う財・サービスをつくりだす

生産的基盤のことである。持続可能な発展とは

１人当たり生活の質の持続的向上なのだが，生

産的基盤を用いてみようとするのは，生活の質

そのものではなく，生活の質の実現を図る基盤

が維持・向上しているか否かという点である。

ある経済社会の生産的基盤とは，資本資産と

社会環境の組み合わせであり，その組み合わせ

方が重要である（Dasgupta, 2015）。

資本資産としては，人工資本（manufactur-

ed capital），人的資本（human capital），自然資

本（natural capital）がまず取り上げられる。人

工資本は再生産可能な資本（reproducible capi-

tal）とも呼ばれるが，道路，建物，港湾，機械

などのように，人為的につくりだすことが可能

な資本である。人的資本は，人口の規模と構成，

教育や暗黙知が体化されたスキル，健康などか

ら成る。自然資本は，生態系，大気，土壌など

多様でつながりを持った一連のシステムだが，

その生産に貢献するストックを資本とみなした

ものである。

人工資本，人的資本，自然資本はいずれもス

トックであるから，その時間軸上の変化がマイ

ナスでなければ持続可能という判定を下すこと

ができる。ある経済社会の生産的基盤の持続可

能性とは，個々の資本ストックではなく，まさ

に全体としての生産的基盤が持続しなければな

らない。その判定のためには，人工資本，人的

資本，自然資本をそれぞれ価値額に変換して，

そのトータル，すなわち包括的富の変化を評価

する必要がある（UNU-IHDP, 2012）。

包括的富を推計するにはまだ多くの技術的課

題が残っているけれども，生産的基盤の変化を

測定することで持続可能な発展を判定するとい
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う理論的枠組みが明確であり，いかなる資本に

投資すべきかといった政策的に利用可能な情報

が得られる点で貴重である。震災に伴う被害や

震災復興過程の評価に用いることができる（山

口・佐藤・植田，2015）。

包括的富を評価する上での課題は少なくない

が，とりわけ各資本のシャドー価格（shadow

price）の評価問題である。シャドー価格とは，

市場価格には十分反映されていない資源の価値

や，そもそも市場がない資源について評価した

価値のことである。生産的基盤の変化を評価

し，ある経済社会の包括的富を知るためには，

各資本のシャドー価格を明らかにしなければな

らない。

ダスグプタ（2015）は，資本資産だけでなく，

社会環境もあわせて生産的基盤に位置づけてい

るが，このことはシャドー価格の評価問題の観

点からも注目すべきである。ここでの社会環境

には，制度（所有権と法の構造，企業，政府，

家計，慈善団体，ネットワーク）やソーシャル・

キャピタル（社会規範，慣習，信頼）などが含

まれている。

社会環境は，ある経済社会の生産的基盤の持

続，ひいては持続可能な発展にとって独自の意

義がある（植田，2015）。このことを自然資本の

利用を事例に考えてみよう。すなわち，物的に

は同じような自然資本があったとしても，その

自然資本の利用や管理にかかわる社会環境が異

なれば，その自然資本の価値は異なってくる。

人々の間に信頼が醸成され自然の持続可能な利

用様式が慣習として定着している社会とそうで

ない社会とでは，その自然資本のシャドー価格

は異なるであろう。こうしたことは他の資本に

ついても起こっている。つまり，資本資産は適

切な社会環境がなければシャドー価格は低下

し，包括的富としての価値は小さくなる。仮に

物的には「豊かな」資本資産があったとしても，

それを活かす社会環境がなければ持続可能な発

展を実現することはできないのである。

4.2 環境被害の新しい質

震災・原発事故に伴う環境被害をダスグプタ

の持続可能な発展理論に基づいて判定するなら

ば，生活の質の構成要素に対する被害と生活の

質の決定要因に対する被害に区分して理解する

ことができる。

生活の質の構成要素に対する被害とは，発展

の帰結そのものが破壊されることに伴うもの

で，幸福，自由，あるいは健康が直接的に阻害

されることに伴う生活の質の低下である。それ

に対して，生活の質の決定要因に対する被害と

は，健康や幸福を生み出すはずの生産的基盤が

壊されることで，発展の基盤が劣化してしまう

ことに伴うものである。生産的基盤の破壊は人

工資本だけでなく，人的資本や自然資本の劣化

としても現れる。

震災・原発事故に伴う環境被害を上記のよう

に把握するならば，震災復興政策は，二つの側

面から取り組まれなければならない。すなわ

ち，震災復興政策は一面では，生活の質の構成

要素の被害に対する金銭的補償と生活再建措置

として行われなければならない。同時に，もう

一面では生活の質の決定要因の被害に，すなわ

ち劣化した生産的基盤としての各種資本資産に

対する投資として行われなければならない。

以上から明らかなように，従来外部不経済や

社会的費用・社会的損失として理解・把握され

ていた環境被害を，持続可能な発展理論に基づ

く持続可能性基準で理解・把握するならば，生

活の質の構成要素に対する被害なのか，それと

も生活の質の決定要因に対する被害なのか，環

境被害の内容や性格を明確にすることができ

る。そして，生活の質，すなわち福祉（well-

being）の維持・向上が図られているか否か，す

なわち持続可能な社会に向かっているか否かも

判定できる。しかし，今回の災害特に原発事故

は上記にとどまらない新しい質を持った環境被

害を生み出している。とりわけ注目すべきは，

原発事故に伴ういわゆる「ふるさとの喪失」問
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題（除本，2011）である。除本（2015）によれ

ば，「ふるさとの喪失」とは，「地域レベルでみ

た場合，原発避難により地域社会が回復困難な

被害を受け，コミュニティなどの社会関係，お

よびそれを通して人びとが行ってきた活動の蓄

積や成果が失われることである。」

ダスグプタの枠組み（Dasgupta，2015）で理

解するならば，「ふるさとの喪失」とは，生活の

質の構成要素の破壊という側面もあるけれど

も，これに加えて，生活の質の生産的基盤にお

ける社会環境の破壊として理解することができ

る。生産的基盤における社会環境が劣化・損壊

することは，自然資本など各種資本の潜在的価

値を引き出し，それらを適切に組み合わせる機

能が失われることを意味しており，地域の生産

的基盤を劣化させることになる。

コミュニティは資源配分機能を持つなど社会

環境を構成し，地域の生産的基盤の維持・向上

に大きな役割を果たしてきた。震災復興，すな

わち被災地の持続可能な発展のためには，地域

の生産的基盤の回復と向上が図られねばならな

いが，そのためにはコミュニティが持っていた

社会環境としての機能が再生されなければなら

ない。

５．おわりに

東日本大震災と福島原発事故に伴う環境被害

は，その程度においてまさに未曾有のもので

あったが，それが有形のものに対する被害にと

どまらず，生産的基盤を構成する無形の社会環

境に対する被害にまで広がり，その深刻さが継

続している点に，本当の深刻さがあるといえよ

う。環境被害の評価方法論においても，こうし

た環境被害の新しい質を把握できるものでなけ

ればならない。コミュニティなど社会環境は直

接的に生活の質の構成要素にもなっている面も

あり，この点からも震災復興において大きな位

置づけが与えられなければならない。したがっ

て，震災復興政策は物的な人工資本の再構築だ

けでなく，生産的基盤を構成する社会環境とい

う無形の資産の再構築に対する支援としても取

り組まれなければならない。

注

１）日本で公害対策基本法が制定されたのは 1967 年

のことであり，その大幅改訂が行われたのが 1970

年に開かれたいわゆる公害国会であった。その公害

国会に提出された 14の環境関連法案の１つに環境

庁設置法案があり，その通過を受けて，1971 年に環

境庁（現環境省）が設置された。ちなみに，アメリ

カ合衆国では，1969 年に国家環境政策法（National

Environmental Policy Act）が制定され，翌 1970 年

に環境保護庁（Environmental Protection Agency）

が設立されている。ヨーロッパの先進国において

も，ほぼ同時期に環境政策のための法が制定され，

行政機構が設立されている。植田和弘（2003），参照。

２）環境被害の具体的事例に関して，本稿で触れるも

の以外については，植田編（2015）を参照されたい。

３）この部分は寺西（2015），吉田（2015）および全体

として植田編（2015）に基づいている。

４）本節とほぼ同様の内容はすでに何度か公表してき

た。植田・山口（2011）および植田（2012）などを

あわせて参照されたい。

５）内閣府「月例経済報告等に関する関係閣僚会議

震災対応特別会合資料―東北地方太平洋沖地震のマ

クロ経済的影響の分析―」，および日本政策投資銀

行「東日本大震災資本ストック被害金額推計」を参

照。

６）これらの試算が被害の過大評価になっているとい

う有力な指摘もある。例えば，斎藤（2015）参照。

７）被害額との関係が明示されているわけではないが，

復興予算は当初民主党政権下では 19兆円とされ，

その後の自公政権下では 25兆円にまで増額されて

いる。また，復興予算が物的資本の被害額に基づい

ている場合には，物的資本の再構築が復興と見なさ

れていることになろう。

８）植田和弘（2012）参照。また，ダムの水没補償に

関する事例研究をもとに，財産権ではなく，生活権

に基づく補償の必要性を先駆的に指摘した業績とし

て，華山（1969）がある。

９）自然の内在的価値については，さしあたり，O@Neil

（1993）参照。
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10）本節は，植田（1991）に基づいている。また，寺

西（1983，1984）もあわせて参照されたい。

11）持続可能な発展の定義の多様性や論点については，

淡路剛久・川本隆史・植田和弘・長谷川公一（2006）

を参照されたい。
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